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介護報酬実質－4.48%。かつてない負の改定!
2015年度医療保険等の改革案決まる 都道府県の医療費目標、大病院外来定額負担、入院時食事代引上等、医療保険改革案も決まる

政府は1月14日に2015年度の政府予算案と税制改正大綱を閣議決定。それに先立つ
1月11日に、塩崎厚生労働大臣と麻生財務大臣は15年度の社会保障予算について大臣
折衝を行ない、介護報酬等の改定、15年度消費税増収分を投入する社会保障の充実・安
定化施策、医療保険制度改革等に関して、合意に達した。
その結果、15年度介護報酬の改定率は－2.27%と決まった。マイナス改定は06年

度以来9年ぶり、下げ幅は過去最低の03年度改定（－2.3%）につぐものとなった。た
だし、「収支状況などを反映した適正化等」は－4.48%とされ、空前絶後の負の改定が
強行された。
15年度介護報酬改定に関して、1月9日の社保審介護給付費分科会は、介護療養型医
療施設の新たな報酬の創設を含む改定方針（審議報告）をとりまとめている。
大臣折衝を踏まえ、安倍首相を本部長とする社会保障制度改革推進本部は1月13日に

「医療保険制度改革骨子」を決定。これを受け、厚労省は通常国会に提出する健保法等改
正法案の作成に着手した。
一方、15年度予算案において、介護も対象となる15年度の地域医療介護総合確保基

金は、国と地方で計1,628億円（医療904億円、介護724億円）となった。各都道府県
は、早くも1月内に事業案を示すよう事業者に求めており、全国の病院と病院団体は早
急の対応が求められている。（厚労省関係の15年度予算案・税制改正大綱は2面、介護
報酬改定関係および介護にかかわる基金は3面に掲載）

「医療保険制度改革骨子」には、（1）18
年度から都道府県が財政運営の責任主
体となり、都道府県が医療費の見込み
を立て、医療費水準及び所得水準を反
映した分賦金（国保事業に要する経費）
の額を市町村ごとに決定すること、（2）
被用者保険者の後期高齢者支援金につ
いて、総報酬割部分（現行制度では3分
の1）を段階的に引き上げ、17年度から
全面総報酬割を実施する、（3）保険者
が、加入者の予防・健康取組に応じた
ヘルスケアポイントの付与や保険料へ
の支援等を実施できることを明確化す
る、ことなどが明記された。
さらに、医療提供にかかわる分野に

関しても、以下の事項などが書き込ま
れた。
①都道府県は、国が定める指標を踏ま
え、医療費水準と医療の効率的提供に
関する、地域医療構想と整合的な目標
を医療費適正化計画に盛り込む（都道
府県は地域医療構想策定後に、見直し
を行なった18年度からの第3期計画を

前倒しで実施する）。
②入院時食事代（現行1食260円）を段階
的に引き上げるなど、入院時食事療養
費を見直す。
③紹介状なしで受診する場合等に5,000
円～1万円の定額負担を患者に求める選
定療養の実施を、16年度から特定機能
病院と500床以上の病院に義務化する。
④患者申出療養（仮称）を16年度に創設
する。
1月9日の社保審医療保険部会に提示

された「医療保険制度改革骨子（案）」は、
一部の数字が空白であったり、協会け
んぽの国庫補助率、入院時食事療養費
等、所得水準の高い国保組合の国庫補
助の項目が「調整中」とされるなど、審
議結果とりまとめの文書と言い難いも
のであった。
しかし、それら未定部分がその後の

政治折衝で埋められ、原文のまま1月
13日の社会保障制度改革推進本部に出
され、「医療保険制度改革骨子」として
決定された。

議論つくされていない「大病院外来の定額負担」
医療保険部会

2015年医療保険制度改革の方針とな
る審議報告は12月の医療保険部会でま
とめられる予定だったが、国民・患者
の負担増が前面に出る方針が総選挙前
に出るのはまずいという政治判断か
ら、年明けまで延期されたものだ。

その1月9日の医療保険部会で、多く
の委員は「議論がつくされていない」と
不満の声をあげたが、「1月14日までに
15年度予算編成を終えないとならない」
という政治の要請の前に、やむなく「改
革骨子」をまとめさせられたというの

が実態だ。
「議論がつくされていない」1つが「紹
介状のない外来受診に選定療養として
定額負担を求める」という項目だ。
実は、事務局（厚労省保険局総務課）

は、10月15日の同部会に「紹介状のな
い外来受診における患者負担」として3
とおりの考え方を提案しているが、そ
の中で、現行の選定療養とは別に患者
負担を求める、つまり、定額負担と選
定療養は併用できるとしていた。
委員からそのことを質された事務局

は、10月15日の提案を「3割負担との関
係で詰めなければならない点がある」
と棚上げしてみせた上で、「任意で徴
収するというのがこれまでの選定療養。
今回はそれを大病院に義務づけるとい
うことだが、それを実施した上で、す
でに提案した考え方の問題点を詰め、
（法的整合性について）弾力化する中で
その実施を考えたい」と、曖昧な説明
を行なった。
「選定療養として実施するのであれば
中医協の議論ではないか」との質問に
は、「法的に義務化するもの（なので部
会の議論となる）。制度の細部は中医
協の仕事になる」といったん応じなが
ら、「（この制度が）法的に選定療養に
当たるか否かは不明確だ」と先の言を
ひるがえした。
委員から「選定療養というからおか

しい。単に、大病院に定額負担を導入
するということではないか」と質され
た事務局は、「おっしゃるとおり。我々

は、つい、選定療養ということが頭に
あったが、それは微妙な話。よく検討
したい」と引き取った。そのため、こ
の議論はいったん終わったが、社会保
障制度改革推進本部が決定した「医療
保険制度改革骨子」は、同部会に示し
たものとなんら変わっていない。
外来の定額負担導入は、かつての「受
診時定額負担」議論を思わせるところ
がある。定額負担を選定療養とすると
保険給付の枠外となるが、では、診療
行為としては保険給付の範囲で完結す
るものに、給付対象外の選定療養の併
用を、健保法や療担規則等でどう強制
（義務化）できるのか、疑問は残るとこ
ろだ。
この方法が可能となると、大病院の

要件を変えるだけで、例えば200床以
上やあらゆる病院に選定療養として定
額負担の導入ができ、事実上、「受診
時定額負担」が成立する。
部会後の本紙の質問に、事務局の担

当官は、「選定療養と言い切れるか、
実はまだ検討の余地が残っている。本
当は、（受診時定額負担を想起させる）
定額負担という言い方も好ましくな
い」と漏らした。
入院時食事療養費の見直しも、本来

は「入院時食事療養費・生活療養費」と
され、療養病床の65歳以上の取り扱い
を他病床まで拡げるかなどの論点を含
んでいたが、対象病床すら明らかにさ
れることなく入院時食事療養費の値上
げのみを決める、曖昧なものとなった。

「清話抄」は2面に掲載しました。

医療は14年度と同額の904億円、介護は724億円
2015年度の地域医療介護総合確保基金 都道府県1月より関係者ヒアリング。2月には事業量を国に提出

1月14日に閣議決定された2015年度
予算案で、15年度の地域医療介護総合
確保基金は、国と地方で計1,628億円と
なった。内訳は、医療の分が14年度と
同規模の公費904億円（うち国費602億
円）、15年度から対象となる介護の分
は公費724億円（うち国費483億円）。
基金の対象事業は、医療は、①地域

医療構想の達成に向けた医療施設・設
備の整備事業、②居宅等に関する医療
提供事業、③医療従事者の確保事業、
15年度から始まる介護は、④介護施設
等の整備事業、⑤介護従事者の確保事
業、となる。
厚労省が都道府県に送付した資料に

よると、都道府県は1月より関係者ヒ
アリングを開始。2月には調査を踏ま
えた整備予定等の事業量を厚労省に示
し、それに関する厚労省のヒアリング
（医療分は5月頃、介護分は3月頃）に
応じる。
介護に関しては3月末と見込まれる

15年度予算の成立後に内示が示される
が、医療分の内示は6月頃になり、正
式な交付決定は7月と見込まれている
（スケジュールを別掲）。
都道府県から厚労省に基金事業の計

画が提出されるのは5月とされている
が、その前に事業量の算出（医療・介護
とも2月頃）が行なわれるるので、各施
設は、まず、そこに必要と思われる事
業案を反映させる必要がある。

□2015年度地域医療介護総合確保基金の執行スケジュール（案）

①都道府県に事業量（事業内
容、規模等）の調査を依頼 
＊12月に実施済

②' 都道府県より事業量の見直
し提出

③事業量ヒアリング実施

④都道府県へ内示

1月中旬

2月頃

3月頃

予算成立後

5月頃

6月頃

7月頃旬

時　期 医　療　分 介　護　分 共　　通

④都道府県へ内示

⑥交付決定
⑤交付申請

⑥交付決定
⑤交付申請

②都道府県より事業量の提出

①都道府県に事業量（整備予
定、規模等）の調査を依頼 
※事業メニュー案の提示

③事業量に関するヒアリング
を実施

※必要に応じ、人材確保事業
を対象に追加ヒアリング・追
加内示を実施

②都道府県より事業量の提出

基金の交付要綱等を発出

都道府県より都道府県計画の提出

全国医政関係主管課長会議、全国介
護保険担当課長会議　※交付要綱等
案の提示

※都道府県計画の提出依頼（様式例
を提示）

都道府県より都道府県計画案の提出

厚生労働関係部局長会議

▲社会保障予算について折衝する塩崎厚労大臣（中央）と麻生財務大臣（右隣）
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昨年6月のいわゆる医療介護総合確
保促進法の成立により、保健師助産
師看護師法の一部が改正され、特定
行為を行う看護師の研修制度が本年
10月から施行されることとなった。
厚生労働省のチーム医療推進会議

の下に、チーム医療推進のための看
護業務検討ワーキンググループが
2010年5月に組織され、以後足かけ4
年、36回に上る議論が重ねられた。
その間に当初の特定看護師という名
称こそ見送られたが、研修制度を終
了した看護師が、包括的指示のもと
で診療の補助の一環としての特定行

為を実施できる制度となった。
その後、昨年組織された医道審議

会保健師助産師看護師分科会看護師
特定行為・研修部会での議論の末、
「特定行為とは、診療の補助であって、
看護師が手順書により行う場合には、
実践的な理解力、思考力及び判断力
並びに高度かつ専門的な知識技能が
特に必要とされるもの」として、38
行為が厚労省令によって定められる
こととなった。
そもそもの目的は、超高齢化がさ

らに進む2025年に向け、「さらなる
在宅医療等の推進を図るためには、

個別に熟練した看護師のみでは足ら
ないことから、医師等の判断を待た
ずに、手順書により一定の診療の補
助（特定行為）を行う看護師を計画的
に養成する」とされている。
一方、その研修に関して、315時

間の基礎研修に加えて特定行為区分
ごとに講義や実習が必要となる。前
者は指定研修機関（eラーニング可）
で、後者は実習施設と認定されれば
自院でも可能となる。
この制度については、看護師が実

施した場合の責任体制などで、多く
の意見がある。しかし、38行為には

既に現場の看護師が実施しているグ
レーゾーンのものが多々ある。今回、
法的にもその実施が認められたもの
と理解したい。
ならば、病院管理者は、急性期か

ら在宅まで自院で必要とする特定行
為をイメージしながら、それに見合っ
た看護師養成の必要性を考えるべき
であろう。それこそが、高齢社会の
中で真の地域包括ケアを回すための
エンジンとなるのではなかろうか。
全日病として、地方の中小病院で

も負担が少ない研修制度の設計を模
索したい。 （K）

看護師の特定医行為を有効に活用せよ

少子高齢化による地方都市の消滅が
ささやかれている中で、地域再生ない
し創生が叫ばれている。かつて、町は
城や神社仏閣などを中心とする城下町
や門前町として形成され、これを支え

る商工業が地方経済を活性化させてき
た。さらに、市街地の一部または外側
に雇用と税収の安定のために、行政は
工業団地、商業団地などを誘致してき
た。
市場経済中心のなかでバブルが弾け

た後は、発展途上国の躍進や日本にお
ける人件費の高さなどを理由として、
国際競争力の向上をめざした企業の海
外進出が盛んになった。ひいては雇用

と税収の確保にも事欠き、地域経済が
落ち込んでしまったのが現状であり、
こうした中で日本は人口減少社会を迎
えることになる。
地域経済が落ち込み、人口減少とと

もに患者数が減れば、医療の必要度も
減少する。経営の困難さから、病院の
減少や消滅が生じ、医療崩壊が起これ
ば、地域社会の崩壊を一層速めること
になりかねない。

安全で、安心できる社会の構築のた
めに医療は必須のアイテムである。一
方で、医療を必要とする患者や医療従
事者がいなければ医療経営は成り立た
ない。地域も病院も互いに共存が求め
られている。
かつての城や神社仏閣などを中心と

する町づくりから、地域住民が必要と
する病院（医療）を中心とする街づくり
が必要になっている。 （卓）

医療（病院）を中心とする街作りを

2015年度予算案決まる。医療・介護の自然増は3,000億円
政府は1月14日に2015年度予算案を閣
議決定した。一般会計の歳出総額は96
兆3,420億円。14年度当初予算より4,596
億円の増加にとどめたため、新規国債
発行額は前年度から4.4兆円程の大幅な
減額となり、公債依存度も38.3%と、14
年度の43.0%から大きく縮小される。
15年度の消費税増収は国・地方で8.2

兆円（14度は5兆円程度）。このすべて
が、他財源の活用を含め、「社会保障
の充実・安定化」に投入される。

まず、「安定化」（年金）に3.02兆円。
続いて「充実」に1.36兆円（うち国が単独
負担する国費は0.68兆円）が費やされる。
「充実」のうち、国と地方で負担する
公費5,189億円（同2,392億円）が子供・
子育て支援に投入される。医療分野に
ついては、国保等の保険料軽減措置の
拡充、国保への財政支援拡充のほか、
地域医療介護総合確保基金に1,628億円
（同1,085億円）が投入される。
そのほか、介護職員の処遇改善に784

億円（同396億円）、「良好なサービスを
提供する事業所等への配慮」に266億円
（同135億円）、認知症施策の推進など地
域＿援事業の充実、介護保険1号保険料
の低所得者軽減強化、などに使われる。
こうした消費税増収分の使途を含む

15年度の社会保障関係費は31兆5,297億
円（32.7%）で、前年度から1兆30億円
（3.3%）増えた。国の予算案としては、
増えたうちの5,826億円が「社会保障の
充実・公経済負担の増」に投入されるこ

とになる。
一方、社会保障関係費等からなる厚

生労働省所管の予算案は29兆9,146億円
と、14年度から8,693億円（3.0%）増とな
った。そのうち社会保障関係予算は29
兆4,505億円で、14年度から9,231億円
（3.2%）増えている。
ただし、概算要求の段階で4,400億円
とされた医療・介護の自然増は約1,400
億円圧縮され、3,000億円に抑えられた。

□2015年度厚生労働省所管予算案から（括弧内は14年度当初予算）

■安心で質の高い医療・介護サービ
スの提供
1. 医療・介護連携の推進　　2兆
8,294億円（2兆7,634億円）
●地域医療介護総合確保基金による
医療・介護提供体制改革【一部新規】
1,085億円（602億円）

2. 医療提供体制の機能強化　349
億円（389億円）
●地域医療確保対策
①地域医療構想作成のための研修
の実施【新規】 11百万円
②女性医師が働きやすい環境の整
備【新規】 21百万円

③専門医に関する新たな仕組みの
構築に向けた支援 3億円（3.4億円）
⑤特定行為に係る看護師研修制度
の実施に向けた取組【一部新規】
2.7億円（39百万円）
⑥医療事故調査制度の実施【新規】
5.4億円
●2014年度改定における消費税財源
の活用分　392億円（353億円）

3. 安定的で持続可能な医療保険制度
の運営の確保　11兆1,939億円
（10兆8,638億円）
●各医療保険制度などに関する医療
費国庫負担　11兆1,631億円（10兆

8,373億円）
●国民健康保険への財政支援の拡充
【新規】
①国民健康保険への財政支援の拡
充　832億円
②国民健康保険の財政安定化基金
の創設　200億円
●被用者保険の拠出金に対する支援
308億円（265億円）
●協会けんぽの国庫補助割合等につい
て（一部再掲）9,948億円（1兆189億円）

4. 安心で質の高い介護サービスの確
保 2兆7,767億円（2兆7,107億円）
●介護保険制度による介護サービス

の確保【一部新規】2兆7,109億円（2
兆6,899億円）
①介護保険制度による介護サービ
スの確保【一部新規】 2兆6,201
億円（2兆6,201億円）
②地域支援事業の充実【一部新規】
798億円（698億円）
平成27年度から新たに以下の取

組を実施する。【新規】 37億円
・在宅医療・介護連携の推進13億
円（地域の医療・介護関係者によ
る会議、在宅医療・介護関係者の
研修等。市町村単位。新たに1／6
程度の市町村で実施）
・地域ケア会議の開催　24億円

社会医療法人の新認定要件と医療法人分割の税制措置を盛り込む2015年度税制改正大綱

政府は1月14日の閣議で2015年度税
制改正大綱を決定した。社会保険診療
報酬に対する事業税非課税と医療法人
の社会保険診報酬以外にかかわる事業
税軽減措置とともに存続が認められた
ほか、高額医療用機器の特別償却制度

は、対象機器を見直した上で2年延長
された。
新たに、2県にまたがって救急医療

等確保事業を行っている社会医療法人、
あるいは、へき地診療所への医師派遣
等を行なっている社会医療法人にそれ

ぞれ認定要件を設ける場合の現行税制
の適用、医療法人分割制度の創設を前
提とした税制上の措置と、15年度に見
込まれる施策に対する税制が盛り込ま
れた。
厚労省の15年度税制改正要望に書き

込まれた「個人の健康・予防の取り組み
に向けたインセンティブの導入等伴う
税制上の措置」や「社会福祉法人制度
等の見直しに伴う税制上の措置」は認
められなかった。

2015年度厚生労働省関係税制改正の概要（健康・医療関係）

○社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続
○医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措
置の存続
○高額な医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の
延長
○社会医療法人の認定制度見直しに伴う税制上の所要
の措置
社会医療法人制度における次の認定要件の見直しが
行われる場合に、非課税措置等を引き続き適用等する。
①二都道府県にまたがって救急医療等確保事業を行っ
ている要件について、医療法人の基幹病院が所在する

2次医療圏と隣接する市町村に診療所が所在し、相互
の都道府県の医療計画に記載されている場合に、その
病院が救急医療等確保事業を行っているときは、要件
を満たすこととする。
②へき地診療所への医師派遣等に関する要件につい
て、へき地医療拠点病院への医師派遣及び当該拠点病
院からへき地診療所への医師派遣等が純増で年間106
日以上実施するときも、その要件を満たすこととする。
○医療法人の分割に関する制度見直しに伴う税制上の
所要の措置
医療法人の分割制度の創設を前提に、資本又は出資

を有しない法人については、適格分割の要件判定に当
たって、株式継続保有要件を除外する。
○医療に係る消費税の課税のあり方の検討
〈検討事項〉医療に係る消費税等の税制のあり方につ
いては、消費税率10%が予定される中、抜本的解決に
向けて適切な措置を講ずることができよう、診療報酬
に含まれる仕入れ税額相当分を「見える化」することな
どにより実態の正確把握を行う。税制上の措置につい
ては、こうした取組みを行いつつ、医療保険制度おけ
る手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保
険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
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改定率－2.27%で決着、実質は－4.48%。
2015年度の介護報酬 15年度予算案の介護報酬財源国費分は14年度当初予算と同額に

2015年度介護報酬の改定率は表向き
－2.27%で決着したが、実質は－4.48%
という、介護保険史上最悪のマイナス
改定となった（1面記事を参照）。
15年度の介護報酬関連予算には、消

費税増収分の活用を得つつ、①給与を
月1.2万円相当引き上げる介護職員処遇
改善加算の拡充に＋1.65%を確保する、
②中重度要介護や認知症の高齢者を受
け入れる事業所、地域密着の小規模事
業所に対する加算措置に＋0.56%を確
保する、2つの措置が含まれる。
したがって、－2.27%の予算枠の中で
＋1.65%と＋0.56%を確保するという、実
質4.48%のマイナス改定が強行された。
大臣折衝の内容を整理した文書（大

臣折衝事項）には、「収支状況などを反
映した適正化等 ▲4.48%」と書き込まれ
た。介護による収入にかかわる報酬は
4.48%削減するが、介護従事者給与原
資の一部になる処遇改善加算と小規模
事業所に対するインセンティブを補填す
るので、トータルとしては－2.27%に
落ち着くという論理である。
厚労省内には、「やっぱり－2%以下に
はできなかったか」という慨嘆と「2.5%
以上の下げ幅をよくここまで回復した」
という評価と、2つの声が行きかった。
1月8日夜に、塩崎厚生労働大臣と麻

生財務大臣は非公式な会談をもった。
2%台後半から3%の範囲でマイナスと
することを求める麻生大臣に、塩崎大
臣は「介護事業者によって差はあるも
のの、どこも楽ではない。経営悪化に
よってサービス低下をきたさないよう
配慮すべき」と、マイナス幅の圧縮を
要求した。
しかし、麻生大臣は「国の財政状況は
厳しい」と強硬な姿勢を崩さなかった。

翌9日の会見で、塩崎大臣は「かなり
幅広い問題を意見交換した。単に改定
率の話だけでなく、制度のあり方や機
能の仕方などいろいろなことが議論に
出た」と、社会保障全体の予算配分が
主題であり、介護報酬はそのうちの1
つでしかないという認識を披露。
その結果については、「引き続き協

議する。具体的な内容を言う段階では
ない」と述べるにとどまり、改定率は
白紙という建前を貫いた。
しかし、1月9日に、麻生大臣は安倍

首相に－2.27%で臨む方針を示し、了
解をとりつけている。1月11日昼に行
なわれた公式の大臣折衝で合意に達し
たものの、実質は1月8日の非公式会談
で決まったといえる。
厚労省は2%を割り込んだ線での決着
を望んでいたが、財務省は「2%後半か
ら3%までが最低限」との姿勢に終始し
た。しかし、介護事業者や与党の一部
が強く反発する中、当初の過去最大の
下げ幅となる2%後半を実現したいとす
る財務当局が軟化、下げ幅を過去最大
（－2.3%）よりギリギリ小さくすることで
決着する案が浮上した。
その結果、15年度予算案における介

護報酬財源の国費分が2兆6,201億円と
なる－2.27%で調整がついた。2兆6,201
億円は14年度当初予算と同額となる。
財政中立とする―これが－2.27%の真
意であった。
財務省は「介護報酬を約1%下げると

介護費用は約1,000億円減少する」と指
摘してきた。したがって、今回の引き下
げで、給付費と利用者負担合わせて2,270
億円が節減されることになる。それは、
介護事業者にとっては、介護報酬が実質
的に4,480億円減ることを意味する。

14年の介護実調が大幅引き下げの根拠。その実調に改善の方向

一方、14年の介護事業経営実態調査
によると、収支差率は、特定施設12.2%、
通所介護（デイサービス）10.6%、特養
8.7%、介護療養型8.2%などと高く、全
サービスの加重平均も8%程と中小企業
平均の2.2%と比べると高水準にあると
し、「全体として－6%程度の適正化が
必要」であると財務省は主張してきた。
その結果、14年度の介護報酬改定は、
収支適正化ということで、報酬全体を

4.48%下げ、他方で、消費税増税分と
いう安定財源を確保して、介護職員の
処遇改善（＋1.65%）と地域包括ケア
システムの構築に資する小規模事業所
支援（＋0.56%）を行なう予算配分が実
現、基本的に財務省の意向が貫かれた。
財務省が「－6%の適正化が必要」と

主張した根拠に使われた14年介護事業
経営実態調査は、毎回改定前年の、決
算月が多い3月を対象に4月に実施され

るが、回収率は5割を下回っている。し
かも、単月調査である上、客体が毎回
違っていることもあり、かねてから、
その精緻度が疑問視されてきた。
14年の調査に対しても、例えば、前

回の3.5%から12.2%へと収支差率が急
増した特定施設について、全国特定施
設事業者協議会は「昨年、特定協から
野村総研に委託して実施した特定協の
独自調査では、収支差率は8.7%であっ
た。12.2%というのは疑問が残る結果
である」との声明を発表。
収支差率が8.7%とされた上、高水準

の内部留保蓄積で批判にさらされてき
た特養についても、全国老人福祉施設
協議会は「我々の独自調査では収支差
率は4.3%でしかない」と反論している。
介護事業経営実態調査等介護事業を

めぐる調査手法の設計は、介護給付費
分科会でも、かねてから見直しを求め
る意見が出ていた。
そういう意味からは、1月11日の

「大臣折衝事項」に、「次回の介護報酬
改定に向けては、サービス毎の収支差
その他経営実態について、財務諸表の
活用の在り方等を含め、より客観性・
透明性の高い手法により網羅的に把握
できるよう速やかに所要の改善措置を
講じ、平成29年度に実施する介護事業
経営実態調査に確実に反映させる」と
明記されたことの意義は大きい。
それでも、財務省は、さらに「今後、
収支差率を中小企業の水準より低い水
準とすることも検討すべきではないか」
と提案している（14年10月8日財政制度
分科会）。

だが、常勤労働者で福祉施設介護職
員の平均給与額は21.9万円と全産業平
均の32.4万円より10万円以上少なく、
勤続年数も5.5年と、全産業平均の11.9
年の半分にも満たないのが現状だ（厚
労省「2013年賃金構造基本統計調査」）。
そうした中で、一体改革の2025年シ

ナリオは12年度より約100万人多い250
万人の介護職員が必要と推計。その有
力な手段として処遇改善加算を設け、
今回も、当初1人月額1万円の増額とい
う案を1.2万円に積み増しした上、前改
定で「処遇改善加算は次期改定まで」と
した方針を変え、今改定でも加算を継
続した。
しかし、このほど厚労省が各都道府

県から受けた報告をまとめたところ、
2025年に確保できる介護職員数は全国
で220万人程にとどまり、現在の処遇
改善等をもってしても、30万人不足す
ると推計されることがわかった。
介護職員確保の難しさは介護給付費

分科会でもしばしば語られており、委
員からは「給与待遇だけではだめ。産
休・育休を含めた待遇の底上げ、さら
には誇りの持てる職場づくりが欠かせ
ない」との声があがっている。
そうした職場環境をつくるために

は、安定的な収益の確保が欠かせない。
中小企業以下の収支差率で要介護高齢
者に献身的サービスを提供するスタッ
フに応える職場環境を提供していける
のか、財政的視点のみで2025年を乗り
切ろうとする財務省の考え方に疑問は
つきない。

1月9日に開催された社保審の介護給
付費分科会は、介護保険サービスの人
員・設備・運営基準等の改正を答申する
とともに、2014年度介護報酬改定の基
本方針となる「審議報告」をとりまとめ
た。
「審議報告」とりまとめを受け、事務
局（厚労省老健局老人保健課）は次回は
2月6日に開催すると宣し、そこで15年
度介護報酬改定案を提示することを示
唆した。
「審議報告」の内容は、12月19日の分
科会に提示された案（1月1日号既報）に
若干の修正が加えられているが、その
内容はほぼ変わっていない。
処遇改善加算に関して、迫井老人保

健課長は「加算の今後は現時点ではな
んともいえない。色々な可能性がある」
と見通しの言明を控えた。
介護療養型に関しては、「（廃止方針

は）法的には既定である。新たな介護
報酬の設定は、新たな制度的枠組みを
設けるということではなく、報酬上の
新たな評価に過ぎない。介護療養型の

あり方は審議会で総合的な議論をして
いただく」と述べるにとどまった。
「審議報告」には、次回の改定では診
療報酬との同時改定も見据えた対応が
必要であるとして、居宅サービスにつ
いて、「一体的・総合的な機能分類や評
価体系となるよう引き続き検討する。
その際、事業所単位のサービス提供に
加えて、例えば地域単位のサービス提
供も含め、事業所間の連携の進め方や
サービスの一体的・総合的な提供のあ
り方についても検討する」ことが書き
込まれた。
この「地域単位のサービス提供」に

ついて、迫井課長は、「現行介護報酬
の基本はサービスごとの事業所単位で
ある。しかし、それを超えた範囲で、
人員配置や報酬評価を考える必要がな
いかという意味である」と説明。
地域の考え方については、「地域の

捉え方は様々だろう。現時点では行政
単位まではいかないと思うが、今のと
ころフワッとしている」と言葉を濁し
た。

「審議報告」をまとめる。2月6日に改定案
介護給付費分科会

15年度基金（介護分）介護施設等整備に634億円、従事者確保に90億円
各都道府県は介護の事業量を2月20日までに厚労省に提出。3月前半にヒアリング

厚生労働省老健局の高齢者支援課と
振興課は連名で、「『地域医療介護総合
確保基金』を充てて実施する事業につ
いて（介護分）」と題した事務連絡を1
月16日付で各都道府県に送付した。
2015年度の基金は、新たに、（1）介護

施設等の整備事業、（2）介護従事者確
保事業、を対象とする。
事務連絡は、15年度基金の介護分

724億円について、（1）は公費で634億

円（国423億円、都道府県211億円）、
（2）は公費で90億円（国60億円、都道府
県30億円）と内訳を示した上で、（1）と
（2）に関する各都道府県の事業見込量
と事業内容を把握するため、調査票を
2月20日までに同省に返送するよう協
力を求めている。調査票作成にあたっ
ては「市町村の意見等を十分に踏まえ
る」よう要請している。
事務連絡は、また、調査結果にもと

づいて、高齢者支援課と振興課が、都道
府県に対するヒアリングを3月4、5、9、10
日に実施することを明らかにしている。
事務連絡に添付した資料は、「介護

施設等の整備」対象事業に、（1）地域
密着型サービス施設等の整備への助
成、（2）介護施設の開設準備経費等へ
の支援、（3）特養多床室のプライバシ
ー保護のための改修等による介護サー
ビスの改善の3課題をあげ、（3）の中に

「介護療養型医療施設等の老人保健施
設等への転換整備について支援を行
う」と記した。
「介護従事者の確保」対象事業に関し
ては、①（求職者の介護分野への）参
入促進、②資質の向上、③労働環境・
処遇の改善の3点をあげている。③の
事業例には「介護従事者の子育て支援
のための施設内保育施設運営支援」が
あげられている。

▲塩崎厚生労働大臣は記者会見で、麻生財務大臣との閣僚折衝の結果を淡々と報告した。（1月11日）
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正副会長座談会 激動の医療改革に果すべき全日病の役割―「2025年に生き残るための経営セミナー」中間総括

セミナー企画の動機「未曽有の改革にいかに会員病院を支援すべきか」
第7弾計10回開催。参加者は1,234人。92%が「役に立った」と回答

西澤 全日病は、昨年の5月から「2025
年に生き残るための経営セミナー」を
開始しました。1月の分を含めると第7
弾計10回開催し、参加者は合計1,234人
に達しています（開催記録を別掲）。
このセミナーをどうして開催しよう

と思ったかをお話しする前に、まず、
我々が今置かれている状況と、そうし
た状況に全日病としてどのように立ち
向かってきたかを再確認したいと思い
ます。
現在、2025年に向けていろいろな改

革が進められています。それは、病床
機能報告、地域医療構想、医療事故調
査制度、看護師の特定行為研修制度、
さらには医療法人制度改革など、かつ
てない広がりと規模をもつダイナミッ
クな改革と言えます。
これに対して、我々は、基本的には、
積極的かつ主体的に対応していくべき
であると考えています。では、全日病
は病院団体としてどういう手を打って
きたのか、そして、今後どういう支援
策を会員に提供していくのか。
今までの活動を振り返ってみると、

国民に質の高い医療を提供していくこ
とが大切という考えに立って、そのた
めには各医療機関が質向上と医療安全
を確保し続けていくための組織づくり
を「病院のあり方に関する報告書」など

で呼びかけるとともに、組織医療を支
える、看護師長、事務長を初めとする
従事者に対する講習会や病院経営のト
ップマネジメントなど、幾多にわたる
研修活動を毎年やってきました。
「病院のあり方に関する報告書」では、
また、将来の日本の医療のあり方とそ
こにおける病院のあり方を提言してき
ました。こうした、我々の取り組みは
内外に評価されてきたと思っています。
その反面、直近の問題にどう対応する
かということには、十分触れることが
なかったとも思います。
2025年に向けた改革は各病院が単独

で立ち向かうのは余りにも難しいテー
マです。そこで、会員病院が改革の諸
課題をどう受け止め、どう対応すべき
かを、厚生労働省担当官の解説と会員
病院の事例を踏まえつつ、集団討議で
きる場を提供すべきではないかという
ことで、この「経営セミナー」を企画
した次第です。
そういうことで、「経営セミナー」は、
最初から、医療制度だけでなく、診療
報酬さらには介護報酬など、病院経営
に大きな影響を与える各分野の課題を
次々に取り上げる、いわばシリーズと
して企画、セミナーごとに3人の副会
長に担当していただくようにしまし
た。

「地域包括ケア病棟」と「データ提出加算」は追加を開催

「介護療養病床の熱い思いが行政に伝わったのではないか」

解釈異なる地方厚生局に医療課から通知という副産物 6回に厚労省が講師参加。「勉強になった」との声も

全日本病院協会

会　長 西澤 寛俊
（中央）

副会長 猪口 雄二
（左側）

副会長 安藤 高朗
（右から2人目）

副会長 神野 正博
（右から1人目）

（5面に続く）

神野 2025年で医療の枠組みが大きく
変わろうとしていますが、その動きは、
特に今年以降、極めて大きな改革とな
って表れようとしています。そうした
目先の変革を会員病院にどう伝えるか
ということで、私達は色々な企画を考
えました。
全日病には今19の委員会があります

が、各委員会は継続性をもつ事業を歳
月かけて推進していくという使命があ
る中、「経営セミナー」には迅速かつ機
動的な動きが期待されます。
「地域包括ケア病棟への移行」（第3弾）
は、元々、猪口先生の医療保険・診療
報酬委員会で重要な課題となっていま
したが、私が企画した「これからどう
なるDPC対象病院」（第4弾）は、産業
医科大学の松田教授との意見交換から

浮上してきたテーマです。その流れで、
「データ提出加算のためのデータ作成
（コーディング研修）」（第5弾）もやるべ
きだろうということになりました。
この「地域包括ケア病棟」と「データ
提出加算」は参加希望が大変多かった
ので追加開催、中でも、地域包括ケア
病棟（病床）は2回も追加することにな
りました。我々としても、今までにな
い手ごたえを感じたセミナーであった
かと思っています。
これからは、急性期だけしかやらな

いという病院が少なくなってくるとい
う予測のもと、もう少し幅広い視野か
ら、いろいろな医療機能の選択につな
がる考え方や事例というものを、これ
からも提供していきたいと思っていま
す。

猪口 私は第1弾で「平成26年度診療
報酬改定の全体像を考える」を担当し、
続いて、今お話のあった地域包括ケア
病棟（病床）を担当しました。地域包括
ケア病棟（病床）を選ぶ病院は多々ある
だろうということで企画したのですが、
参加希望が定員100名に300名を超えて
しまったため、結局3回になってしま
いました。
医療課の担当官からも説明をいただ

けたため、質疑もかなり活発に展開さ
れました。担当官を前にした質疑なの
で、疑義解釈にもまだ出ていない部分
がはっきりした点もあり、参加者は大
変参考になったのではないでしょうか。
参加者からは地方厚生局によって対

応や解釈が異なっている事例が少なか
らず出ました。それに関しては、委員
会から医療課に正式に質問し、その結
果、医療課から各地方厚生局に通知が
出されるということもあるなど、開催
意義は大変大きかったと思います。
参加者からとったアンケートによると、
非常に多くの病院が地域包括ケア病棟
（病床）への移行を考えていることが分

かりました。これに関しては、その後
全会員病院を対象に調査を実施しまし
た。間もなく集計が出ると思います。
ただ、平均在院日数が縮んでいく中

で、空いた急性期の病棟や病床を地域
包括ケアにもっていく病院が相当数出
ると、自院の中で急性期から地域包括
に回してリハをやって退院させる病院
完結型が増え、地域完結型として地域
包括ケアを中心にしようと思っている
病院にとっては、急性期から受け入れ
る患者の数が見込みを下回ることにな
らないかということが危惧されます。
そこら辺は、病床機能報告制度を経

て地域医療構想が策定されていく中で
はっきりしていくのでしょうが、それ
ぞれの病院が地域の中で、地域の在宅
とか施設等との連携を本当に密にして
いく。すなわち、かねてから提言して
きた地域一般病棟みたいなものを真剣
に実現していかないと、中小病院はま
すます厳しくなるという感じがしま
す。そういうような視点からも、こう
したセミナーを今後も続けていきたい
と思っています。

安藤 今まで、我々はややもすると急
性期や回復期を中心に議論してきまし
たが、全日病会員の半数近くが慢性期
のベッドを持っているということ、そ
して、実際に会員の皆さんからもぜひ
慢性期あるいは介護のセミナーもやっ
てほしいという要望が多かったことも
あり、私は「超高齢社会での介護療養
病床の重要性」（第6弾）と銘打ったセミ
ナーを企画しました。
介護療養病床は法律上は廃止となっ

ていますが、厚労省の老健局も必要な
機能は残していこうとしており、やや
複雑な情勢になっています。名称はと
もかく、実質上は存続されると思いま
す。
そこで、セミナーでは、老人保健課

の迫井課長に来ていただき、その辺り
のお話をうかがいました。その後、実
際に介護療養型医療施設として頑張っ
ている会員病院から事例発表というこ
とで、一つは看取り、もう一つは認知
症の身体合併症について、どういう取
り組みをしているのか発表していただ
きました。それを受けて、参加者が8
班に分かれてグループディスカッショ
ンをしました。
グループディスカッションでは、介

護療養型医療施設でどんな医療を行な
っているのかということ、今後チャレ
ンジをしたいこと、さらには、それを
含めて行政に提言をしたいことを論じ
ていただきましたが、非常に活発な意
見が出ました。恐らく、介護療養型医

療施設の熱い思いが行政に伝わったの
ではないかなと思っています。
それで、第7弾ということで、1月22
日に「これからの医療療養病床の役割
を考える」と題したセミナーを開催し
ました。
実は,医療療養病床の問題はまだ十分

議論されているとは言えません。特に
今後、医療法上の経過措置が廃止され
ると見込まれる25対1をどうするのか、
それから、在宅復帰を促していこうと
いうことでできた在宅復帰機能強化加
算がどう活用されているのかというこ
とを含めて、医療課の考えをうかがう
とともに、会員病院から医療療養病床
の活用事例を示してもらい、それをも
とにグループディスカッションを行な
っています。
西澤 私の方の関係では、厚労省医政
局指導課医師確保等地域医療対策室の
佐々木室長をお招きして、「医療法等改
正案の全体像～新たな財政支援制度へ
の対応、病床機能報告制度とは」（第2
弾）を催行しました。
佐々木室長から、医療介護総合確保

基金や病床機能報告制度を含む医療介
護総合確保推進法の概要を分かりやす
くお話していただいたわけですが、検
討会で一連の議論に参加してきた私自
身も、基金と報告制度に関して会員病
院にぜひ留意してほしい点を解説させ
ていただき、参加者からの具体的な疑
問にも的確に答えることができたと思
っています。

西澤 すべてのセミナーで参加者にア
ンケートをお願いしました。それをみ
ると、実に92%の方から、セミナーは
「役に立った」との評価をいただきまし
た（グラフ参照）。
また、10回のうちの6回に厚労省担

当官の参加をいただくことができ、先
ほどの猪口先生のお話のように、ある
程度、厚労省と意見交換ができるとい
うサブ効果もあったかと思っていま
す。そういう意味からもセミナーは効
果的であったと思います。
神野 私の関係では医療課の田村課長
補佐と中下主査で、つごう5回も来られ
ました。ご感想をうかがったところ、「現
場の意見が聞けて勉強になった」という
実直なお答えでした。そういった意味で
は、これからも遠慮せずに若い厚労官僚
をお呼びしてもいいかなと思いました。
それと、そのセミナーで使ったQ&A

集が参加者から好評だったので、後日
不明な点を補筆してホームページで公
開したのですが、『月刊／保険診療』か
ら希望があって、転載を認めたという
副産物も生まれています。

安藤 慢性期としては、やはり今回の
介護報酬改定で非常に大きな影響が避
けられませんが。とくに、介護療養病
床には新しく5つの機能からなる強化
型が創られますから、それにどうきち
んと対応していくのかというのが大き
な問題になります。
また、地域包括ケアということでは、
病院を中心に、老健、特養、通所、訪
問と多様な事業を展開している医療法
人が多い中、どういうように連携して
地域のためになっていくかということ
をテーマにセミナーをやってみてはど
うかと思っています。
猪口 基金については昨年の経験を踏
まえて、2015年度にどういう対応をす
べきかという点があります。とくに、
15年度は介護も基金の対象となること
もあるし、地域による温度差もだいぶ
ありますから、一回はやるべきではな
いでしょうか。それと地域医療ビジョ
ンのこともありますね。もしかしたら、
ホールディングカンパニーの問題もあ
るかもしれませんね。



 大変役立った

あまり役立たない
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正副会長座談会 激動の医療改革に果すべき全日病の役割―「2025年に生き残るための経営セミナー」中間総括

セミナーは今後も継続。タイムリーなテーマを臨機応変に企画
「地域包括ケアに向け、参加病院は地域の機能分化・連携の中心になる」ことを期待

地域包括ケア病棟は重要テーマ。医療事故調査GLも企画対象

改革内容を認識していない病院が多い。参加病院に啓発を期待

（4面から続く）

西澤 基金については、とくに病院団
体からの要望への対応に顕著ですが、
都道府県によっていろいろと差があり
ますから、重要なテーマと言えますね。
とくに、地域医療構想を推進する上で
基金は非常に重要なツールとなります
から、我々としてもいろいろと情報を
集めながら効果的なセミナーを打って
いく必要があると思います。
地域医療構想の中で「協議の場」が

設けられますが、ここに病院としてど
う関与していくか、都道府県の病院団
体の役割が非常に重要になってきま
す。そういうものもセミナーの重要な
テーマになると思います。
ということで、基金、病床機能報告制
度、地域医療構想、あるいは「協議の
場」など、やるべきテーマは本当にた
くさんありますので、ますます、副会
長の先生方と一緒に具体化していかな
ければならないと思っています。

神野 事故調査制度は近々ガイドライン
案がまとまろうとしています。非常に
病院の関心事ですので、ある程度の流
れができた時点で、1回セミナーを実施
したほうがいいのではないでしょうか。
西澤 それはすぐに計画したいですね。
猪口 地域包括ケア病棟（病床）の届出
状況に関してはアンケート調査を実施
していますから、その集計をまって、
また、セミナーを打つ必要があるので
はないでしょうか。
西澤 分かりました。調査結果を基に、
地域包括ケア病棟（病床）をどう考える
か、また、実際にどうやっているかと
いうことを全日病としてきちんと示し
ていく責任があると思います。恐らく、
会員病院の3分の1以上が関係してくる
のではないでしょうか。そういう病院
を中心に、研修をやるだけではなく、
具体的な声を聞きながら、この病棟を
今後きちっとしたものに育てていくと
いう立場から、セミナーを企画できれ
ばと思います。
それ以外のテーマについても、理事

等の役員や委員会からも希望をうかが
いながら、新しい課題を含め、臨機応
変に企画していきましょう。
安藤 例えば病床機能の組み合わせと
か、地域で成功している病院の話も非
常に参考になると思います。そういう

成功事例のセミナーもあってもいいで
すね。
西澤 確かに、このセミナーは双方向
だと思います。我々が一方的に情報を
提供するというのではなく、参加した
各病院が様々な事例をもちよりながら
考えていただく、その中から新しい試
みが出てきたら、それをまたフィード
バックしていただくという、そういう
展開になっていくと会員病院にも非常
に参考になるのではないかと思います。
さらに言えば、そこから、全日病が

今後何をしなければならないかという
ことも見えてくるのかなと思います。
そういう意味からは、同じテーマを
様々な角度から深めていくシリーズ物
もありかなと思いますね。
いろいろな改革が同時進行していま

す。この改革の全体像を示すというの
は1回や2回では無理でしょうが、どう
いうテーマをどう企画すれば、病院の
トップだけでなく、医師や事務長を初
めとする現場の皆さんに喜んでいただ
けるのか、私もそれなりに期待感をも
って今後に臨んでいきたいと思ってい
ます。ぜひ我々正副会長が中心になっ
て、役員の皆さんの協力を得ながら、
この「2025年に生き残るための経営セ
ミナー」を継続、かつ、成功させてい
きましょう。

猪口 先日久しぶりに地元の医師会の
病院部会に顔を出したのですが、驚い
たのは、例えば地域医療ビジョン1つ
とっても、具体的な内容があまり知ら
れていないんです。そこで、私なりに
説明していくうちに、では部会でちゃ
んと説明をしろということになって、
仕事が増えてしまいましたが。（笑）
しかし、これはまずいと思いましたね。
神野 地域の医師会の病院関係の皆さ
んは、診療報酬に関しては詳しいけれ
ど、意外に、医療制度のことはご存知
ないですね。
安藤 私の地元医師会の病院部会も同
じで、八王子市内だけでも4病院が地
域包括ケア病棟を届け出ていますが、
地域包括ケア病棟が創設されたことが
まだ十分に浸透していないようです。

西澤 今回の「経営セミナー」に参加
してくれた病院は、今後の病院の舵取
りに積極的な気持ちを持っている病院
だと思うのです。であればこそ、この
セミナーで、新たな触発と認識を得て
もらって、地域に戻ってから、そうい
う情勢認識やいい意味の危機感、ある
いは全国でがんばっている病院の創意
工夫というものを伝達してくれるとい
いですね。
言い方を変えますと、これからの地

域包括ケアの中心となる病院として、
地域の中で病々連携や病診連携さらに
は介護との連携の中心となって、地域
における真の機能分化・連携の主役に
なってもらいたいものです。もちろん、
全日病として、そういう病院をさらに
力強く支援していきたいと思います。

□「2025年に生き残るための経営セミナー」開催記録

□「経営セミナー」参加者のアンケート結果

回答数　927

●講演「医療法等改正案の全体像～新たな財
政支援制度への対応、病床機能報告制度とは」
（厚労省医政局指導課医師確保等地域医療対
策室・佐々木室長、全日病・西澤会長）
●質疑応答
●総括（神野副会長）

医療法等改正案の全体像～
新たな財政支援制度への対
応、病床機能報告制度とは
～

地域包括ケア病棟への移行

これからどうなるDPC対象
病院

データ提出加算のためのデ
ータ作成・コーディング研
修

超高齢社会での介護療養病
床の重要性

これからの医療療養病床の
役割を考える

平成26年度診療報酬改定の
全体像を考える

第1弾
5月11日

第2弾
5月18日

第3弾
7月9日
8月7日
（追加）
8月8日
（追加）

第5弾
8月13日
10月9日
（追加）

第6弾
10月21日

第7弾
1月22日

第4弾
8月16日

●講演「地域包括ケア病棟入院料や入院医療
管理料に関する疑義解釈について」（厚労省
保険局医療課・田村主査）
●事例発表
　①恵寿総合病院・神野理事長
　②仲井芳珠記念病院・仲井理事長
　③大倉山記念病院・西本事務長
　④寿康会病院・戸口医事課長
●総括（猪口副会長）

●講演「DPC病院のこれからと病床機能報告
制度」（産業医科大学医学部・松田教授）
●講演「競争から協調へ～地域に密着するD
PC 病院事例」（金田病院・金田理事長）
●質疑応答
●総括（神野副会長）

●「データ提出加算の意義と手続き、データ
作成等について」（厚労省保険局医療課・中下
主査、健康保険医療情報総合研究所・伊藤氏）
●「診療情報管理士によるコーディングの実
際」（恵寿総合病院・笹谷医事課長）
●質疑応答
●総括（神野副会長）

●講演「超高齢社会を迎える中で介護療養病
床をどう位置付けるか」（厚労省老健局・迫
井老人保健課長）
●事例発表
 ①京都南西病院・清水理事長
 ②松谷病院・松谷理事長
●グループディスカッション
●総括（安藤副会長）

●講演 「医療療養病床について」（厚労省
保険局医療課・田村課長補佐）
●事例発表
 ①定山渓病院・中川院長
 ②光風園病院・木下理事長
●グループディスカッション
●総括（安藤副会長）

●講演「医療制度改革と診療報酬改定」
 （猪口副会長）
●講演「平成26年度診療報酬改定の全体像」
 （大倉山記念病院・西本事務長）
●質疑応答
●総括（猪口副会長）

2015年

2014年

145人

127人

85人

152人

150人

153人

155人

212人

55人

90人

開 催 日 テ ー マ プログラムおよび講師等 参加者数

「2025年に生き残るための経営セミナー」第8弾 開催のご案内
「地域医療構想（ビジョン）策定に病院はいかに対応するか」

病院の2025年に向かった生き残り戦略を考え、自院病床の今後のあり方を考える機会と
して、地域医療構想（ビジョン）の仕組みを理解し、検討の一助とするセミナーです。

日　　時 ● 3月1日（日）13:00～16:00
会　　場 ● 全日本病院協会　会議室

（東京都千代田区猿楽町。ＪＲ総武線水道橋駅東口徒歩３分）
定　　員 ●150人
参 加 費 ● 会員8,000円　会員以外15,000円
締 切 日 ● 2月20日（金）
＊詳細は全日病ホームページの案内をご参照ください。

主催・申込先　全日本病院協会 事務局 （03）5283-7441
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協議の場（地域医療構想調整会議）の運営案が示される
地域医療構想策定GL検討会 入院受療率の補正目標案を「現状と著しく変更しないよう調整を加える」と修正

1月29日に開かれた「地域医療構想
策定ガイドライン等に関する検討会」
は、前回（12月25日）に続き、「2025年
の医療需要の推計方法」について検討。
事務局（厚労省医政局地域医療計画課）
は、新たに「医療需要に対応する医療
供給（医療提供体制）の確定方法及び策
定後の実現に向けた取組」に関する考
え方を明らかにし、議論を求めた（同
検討会12月25日の記事を別掲）。
「医療需要の推計方法」に関して、事
務局は、療養病床の入院受療率に地域
差を縮める補正を加えた目標を設定す
るという前回の案に、「住民や現場が
混乱を来すことがないよう、（2025年に
向けた在宅医療等整備の）関連施策が
実現可能な範囲で調整の考え方を示す
必要がある」と、修正を加えた。
修正は、入院受療率の補正目標設定

に関するA案・B案の「いずれの場合で
あっても、現状と著しく変更すること
がないよう調整」するというもの。た
だし、そうした調整がA案・B案にどう
組み込まれるのか、具体的な案までは
示されなかった。
そのため、構成員からは、前回と同

様に、入院受療率の補正をめぐる質問
と意見が相次いだ。
入院受療率の地域差に関して、事務

局は都道府県の数値は明らかにした
が、A案・B案の主語である2次医療圏
の受療率は示していない。西澤構成員
（全日病会長）はこの点を指摘し、「2
次医療圏の受療率をみないとA案・B案
の比較ができない」と、その提出を求
めた。事務局は次回の提出を確約した。
医療需要推計に関して、この日は主

に入院受療率をめぐるやりとりに終始
したが、遠藤座長（学習院大学経済学
部長）は、「データが十分でないために
議論が収斂しない」と、議論をさらに
継続する必要を認めた。
新しく提起された「医療需要に対応

する医療供給（医療提供体制）の確定方
法及び策定後の実現に向けた取組」と
は、地域医療構想のGLで「地域医療構
想の策定プロセス」と「策定後の構想実
現に向けた取り組み」の内容や手順を
明確にしようというもの。
「策定プロセス」は、（1）策定を行な
う体制等の整備、（2）必要なデータの
収集、分析、共有、（3）構想区域の設
定、（4）構想区域ごとの医療需要の推
計、（5）医療需要に対する医療提供体
制の検討、（6）必要病床数の推計、（7）
構想区域の確認、（8）将来のあるべき
医療提供体制を実現するための施策の
検討、からなる。
その中で、「構想区域ごとの医療需要
を基に必要病床数（病床数の必要量）を
推計」する際に、「医療需要に対する供

給数（構想区域内の医療機関が入院医
療を行なう患者数）の増減を見込む」必
要があるとし、患者の流出入推定を“必
要病床数”の増減に反映させる必要を説
明した。
こうして確定された推定供給数は病

床利用率等をもちいて“必要病床数”に
換算される。
一方、「策定後の構想実現に向けた

取り組み」では、まず、「協議の場」（地
域医療構想調整会議）で構想の達成に
必要な話し合いが行なわれることか
ら、同会議の設置・運営案が示された。
その上で、各医療機関における自主

的な取り組みを、（1）将来目指してい
く医療の検討、（2）他医療機関の機能
選択状況と2025年の機能別必要病床数
等から地域における自院機能の位置づ
けの把握、（3）自主的な取り組みの開
始、という3つのSTEPで説明。
（3）の自主的な取り組みの内容は、①

機能ごとの病棟単位の患者の収斂、そ
れに応じた体制の構築や人員配置の検
討、②調整会議の協議で、地域におけ
る病床機能の分化・連携に応じた自院
の位置づけを確認、③以上の取り組み
の次年度病床機能報告へ反映、基金の
活用の検討など、さらなる自院運営の
改善と地域における役割の明確化を図
る、と整理した。
都道府県が行なう取り組みも、①病

床機能報告により、現状と地域医療構
想の医療需要・必要病床数との比較を
行なう、②医療機能ごとに個別の医療
機関の状況を整理し、各医療機関が転
換の検討に資する資料・データを作成
する、③必要に応じて地域医療構想調
整会議を開催して医療機関間の協議を
進め、不足している機能への対策を検
討する（早い段階で各区域の2025年ま
での整備計画を策定することが望まし
い）、④2025年まで毎年検証を行ない、

整備計画の変更も含めて地域医療構想
の実現を図っていく、と手順化。
さらに、調整会議については、「地域
医療構想の策定段階から設置し、（策定
に）関与させることが望ましい」とする
とともに、「調整会議に参加する関係
者は、医師会、歯科医師会、病院団体、
医療保険者を基本とする」と明記した。
地域医療構想の策定プロセスと策定

後の取り組みは初めての提案である
上、内容が多いこともあり、引き続く
議論となった。
事務局によると、この日提示された

文書がGLの概要となる。医療需要（患
者数）の推定とそれを病床利用率で割
り戻した“必要病床数”の具体的な数
はGLに盛り込まれず、都道府県が算出
する数を積にあげた結果が全国の需要
と供給の推定値となるという。
事務局は2月に2回の会合を予定、2月
内に報告のとりまとめを見込んでいる。

入院受療率補正目標設定で2案。資源投入量推移の機能区分基準案も
12月25日のＧＬ検討会

12月25日の「地域医療構想策定ガイド
ライン等に関する検討会」に、事務局
は、2025年の医療需要推計方法で、医
療資源投入量の各医療機能を区分する
基準の考え方（病床の機能別分類の境
界点＝表を参照）を提案した。
医療需要の推計の考え方については、

これまでの議論で、「入院から医療資源
投入量が落ち着く段階までの患者数を
高度急性期及び急性期の患者数とす
る」こと、「医療資源投入量が特に高い
段階の患者数を高度急性期の患者数と
する」こと、その場合に、「高度急性期
機能には、救命救急病棟やICU、HCU
等に入院するような患者像も参考に、
患者数を区分する基準を考える」こと
が提案され、概ね確認されてきた。
以上の観点を踏まえ、事務局はこの

日、新たに、医療資源投入量のベクトル
において、各機能を区分する境となる
考え方を提示したわけだ。
一方、慢性期と在宅医療等の需要推

計については、「現在は療養病床で入
院しているが、2025年には在宅医療等
で対応する」という政策的視点から、
「（両者を）一体の医療需要ととらえ、
そのうち、どの程度の患者を慢性期の
病床で対応するか、在宅医療等で対応
するかは、現在、療養病床の入院受療
率に地域差があることも踏まえ、医療
資源投入量とは別の指標により設定す
る」という考え方を既に提案している。
これについても、事務局はこの日、

「その際、療養病床の入院受療率には
地域差があることから、この差を補正
していくが、地域の在宅医療や介護施

設等の整備の見込みなどを踏まえて、
地域が一定幅の中で補正する目標を設
定」してはどうかとして、「（療養病床）
入院受療率の補正目標の設定案」を2
つ示した（図を参照）。
A案によると、全国344の2次医療圏

に、全国最小県にまで入院受療率を劇
的に低下させる補正目標が与えられ
る。これに対して、B案は各県でもっ
とも高い医療圏の入院受療率を都道府
県の中央値まで低下させ、それと等比
的に他の医療圏は都道府県の最小値に
向けて入院受療率を低下させるという
もので、明らかにB案の方が激変の回

避となる。
「境界点」をめぐる議論で、社会保障
制度改革推進本部の「医療・介護情報の
活用による改革の推進に関する専門調
査会」に付設された「医療・介護情報の
分析・検討WG」で医療需要推計方法を
検討している松田構成員（産業医科大
学医学部教授）は、「C1は診療報酬で1
日3,000点、C2は1,000～500点」とする
見解を表わした。
「病床の機能別分類の境界点」と「入
院受療率の補正目標の設定案」はまだ
漠としたものであるため、この日は十
分掘り下げるにはいたらなかった。

急性期における治療が終了し、
医療資源投入量が一定程度落ち
着いた段階における医療資源投
入量

急性期と回復期の
境界点（C2）

回復期と慢性期・
在宅医療等の境界
点　（C3）

高度急性期と急性
期の境界点　
（C1）

療養病床または在宅等において
も実施できる医療やリハビリテ
ーションの密度における医療資
源投入量

対象が重症者に限られ、充実し
た人員配置等が要件となってい
るハイケアユニット等を退室す
る段階の医療資源投入量

人工呼吸器は離脱したが、抗菌薬治療等の標準治
療が必要。画像や血液検査等による評価も継続し
て実施する必要がある状態。

輸液管理や術後のドレーン管理が不要となり、定
期薬以外の治療は終了。
（調整期間の医療需要の考え方）
境界点に達してから退院調整等を行う期間の医療
需要をどのように見込むか。

抗菌薬治療等の標準治療は終了したが、経口摂取
不十分や術後の体液排出のため、輸液管理や術後
のドレーン管理は継続している状態。
（急性期の医療需要の考え方）
医療資源投入量が落ち着いていても、状態の安定
化に向けて急性期としての医療が必要な患者もい
ることから、そうした患者をどのように見込むか。

基本的考え方 患者像の例

□入院受療率の補正目標の設定案

□病床の機能別分類の境界点（C1～C3）の考え方
最小（県）　 最小（県）　 中央値（県）　

最小（2次医療圏）　 最小（2次医療圏）　最大（2次医療圏） 最大（2次医療圏）

入院治療率

2025年　 2025年　

現在　 現在　

A
B

全ての2次医療圏が
全国最小レベル（県単位）
まで入院受療率を低下する。

最も受療率の高い2次医療圏を
全国中央値レベル（県単位）に
まで低下させ、他の医療圏も全
国最小との差を等比的に低下する。
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平成26年度個人情報保護に関するアンケート調査の中間報告

個人情報保護担当委員会委員　森山　洋

全日病では平成18年より認定個人情
報保護法保護団体としての活動の一環
として、毎年会員施設における取組み
についてアンケート調査を実施してい

る。平成26年度も全会員施設を対象に
7月～9月にかけて実施した。11月に単
純集計を元にした中間報告がなされた
ので、傾向等について報告する。

平成26年度は会員2,409病院に対して
回答数が716病院（前年度678）、回答率
は29.4%（前年度27.8%）であった。9年
連続して提出頂いた病院は58（8.1%）で
あった。
昨年度と同様に、配布方法は、①デ

ータ送信によるPDFファイル送信、②
郵送、③FAXを併用した。回答数と回
答合計に占める割合は、①データ送信
267件（37.3%）、②メール添付318件
（44.4%）、③ファックス123件（17.2%）、
④郵送8件（1.1%）、であった。

回答数等

回答に見る今年度の特徴

全体傾向の考察

まとめ

今年はベネッセの個人情報大量流出
事件の影響で、医療法に基づく保健所
の立入検査時に個人情報保護管理体制
の確認が重点項目になった都道府県も
あり、あらためて自院の管理体制を見
直した施設もあったようで、いくつか、
特徴的な変化が見て取れた。
例えば、例年回答にほとんど変化が

なかった「監査責任者の職種と役職」
の設問では、これまで40%弱の回答が
あった「特に定めていない」が3.6%に
激減。職種別には、これまで20%程度
であった「医師」が49%に、同じく20%
強であった「事務職」が36.7%に増加し

た。このような大きな変化は調査開始
以来初めてで、立入検査等の影響があ
ったと推察している（表参照）。
また、「（個人情報保護に関する）苦

情があった施設」が増えたわけではな
いが、「個人情報保護対応に関する金
銭的な補償（苦情等があった場合）」を
行ったという回答が、例年0件もしく
は1件程度であったところ、今年度は5
件（8.3%）に増えている。これもアン
ケート開始以来初めてである。各施設
における個人情報保護対応が重要にな
っていることを表す結果といえよう。

「個人情報保護法への組織的対応・準
備」に関しては、全体の傾向として、
規定整備のうち、「情報システムに関す
る保護規定」の整備率が経年的に増加
傾向であったが、昨年初めて60%を超
え、今年も61.7%となった。
同様に、「情報開示の規定整備」も昨
年に続いて80%を超えたが、9年連続提
出施設における整備率は94.8%にも達
している。環境変化にともない、規定
整備が現実に進んできていることが示
唆される。
「個人情報保護法施行に際して実施し
た事項」に大きな変化はなかったが、

徐々に増加傾向であった「個人情報保
護保険に加入」が初めて20%を超えた。
保険加入の有無を単独にたずねた設問

でも加入施設数が初めて25%を超えた。
電子カルテにスマートフォンの利用な
ど、ICT技術の進展が、漏えいリスクに
対する組織防衛の必要性をより現実的
に受け止めさせているのかもしれない。
「院内研修の実施状況」では、「職員へ
の周知徹底、意識向上の為に研修内容
で工夫している点」で、「グループワー
ク」が減る一方、「DVD／ビデオの視聴」
と「アンケートの実施」が共に増加、23.9
%の施設で実施されるようになった。
自由記入欄には報道の実例紹介や、

年に一度全職員に理解度テストを行っ
ているという例も複数あった。各施設で
研修内容を工夫していることが窺えた。
「外部の研修会への参加」では、参加
者が個人情報保護担当者という施設が
60%を超える一方、院長、事務長の参
加が継続的に減少してその他職員の参
加が32%に達し、現場レベルの参加者

が増加している傾向が読み取れる。
「診療情報の開示」に関しては、「開示
請求があった」が75.6%と、平成18年
の50.1%からみると大きく増加、もは
や一般化したことがわかる。
開示請求者は、本人（65.4%）に対し

て、本人以外の警察（前年比2.8%増）、
裁判所（前年比5.9%増）、弁護士（前年
比7.4%増）、が増加傾向にある。件数
推移の設問に対しても、29.2%の施設
が増えたと回答している。開示に関わ
る費用請求もバラつきが少なくなり、落
ち着いてきている印象である。
「当協会の個人情報保護法への取り組
み」に対する回答をみると、「研修会開
催の認知」が初めて70%を超えるなど、
当委員会が積み重ねてきた活動が浸透
していることが伺える。「認定個人情
報保護団体であることの認知」が65%
を超えたことはうれしい限りである。

全体傾向として、個人情報保護法に
関わる社会の環境変化にともない、各
施設での管理体制も順調に、かつ現実
的に整備されてきていることがわか
る。
その一方、各施設で、依然として日々

の対応に現場レベルの悩みがある現状
も自由記述等から浮かび上がる。
認定個人情報保護団体として全日病

事務局が受ける相談件数も増加傾向に
あり、個人情報保護管理者養成研修会
も今年はキャンセル待ちが出る回もあ

った。
私個人は、今年はベネッセの事件の

ことやソーシャルネットワークサービ
スの浸透等もあり、個人情報保護に関
わる風向きが少し変わったように感じ
ている。
個人情報保護法施行より10年を迎え

る平成27年度を前に、全日病のHPに
掲載される今年度のアンケート結果を
参考に、自院の個人情報保護管理体制
を今一度見直す機会として欲しい。

①医師
②看護師
③診療技術部門
④事務職
⑤情報システム担当者
⑥診療情報管理担当者
⑦その他
⑧特に定めていない
未回答

351
12
3

263
16
14
24
26
7

49.0
1.7
0.4
36.7
2.2
2.0
3.4
3.6
1.0

回答数（件）
Ｈ26年（n=716）監査責任者 Ｈ25年（n=678） Ｈ24年（n=994）

全　体
Ｈ23年（n=1203） Ｈ22年（n=1113）

構成割合（件）
143
19
8

154
15
19
40
269
11

21.1
2.8
1.2
22.7
2.2
2.8
5.9
39.7
1.6

回答数（件） 構成割合（件）
201
30
9

231
14
31
39
410
39

20.2
3.0
0.9
23.2
1.4
3.1
3.9
41.2
2.9

回答数（件） 構成割合（件）
276
36
12
245
21
32
85
464
7

22.9
3.0
1.0
20.4
1.7
2.7
7.1
38.6
2.7

回答数（件） 構成割合（件）
244
37
12
275
16
22
53
429
25

21.9
3.3
1.1
24.7
1.4
2.0
4.8
38.5
2.2

回答数（件） 構成割合（件）

職 

種

表　個人情報保護規定に定める監査責任者の職種と役職

「平成27年四病院団体協議会賀詞交
歓会（新年の集い）」が1月15日に、東
京のホテルオークラ東京で開催され、
国会議員86人（代理を含む）、厚労省
等省庁39人など、729人が参加した。
四病協の担当団体として挨拶した全

日病の西澤寛俊会長は、「社会保障が
充実しなければ国民も幸福になれな
い。我々はその基盤を護っていきたい。
そういう意味からは、我々病院団体も、

2025年に向けた改革には積極的に取り
組んでいきたいと考えている」と、四
病協が一体改革を議論していく上での
視点を明らかにした。
だが、一転して、1月11日の閣僚折

衝で決まった2015年度介護報酬の改定
率に言及、「そうであるならば、今回
の改定率は一体なんなのか。これでは
（医療と介護の市場拡大に支えられる）
経済成長は期待できない」とマイナス

改定を強く批判。
「このことは、四病協の各会長から

も必ず触れてほしいと言われている」
と述べ、介護報酬改定率に対する不満
は四病協の総意であることを強調し
た。
一方、塩崎恭久厚生労働大臣は、

「初めて医療のビジョンをつくること
になった」など、祝辞の大半を地域医
療構想と医療提供体制改革の意義に費
やし、介護報酬改定へは言及すること
なく祝辞を終えた。

四病協賀詞交歓会西澤会長が介護報酬のマイナス改定率を批判

個人情報流出事件や立入検査の影響か。個人情報保護対応の風向き変わる
個人情報管理体制強化の傾向が顕著。調査の回答に大きな変化が



2015年度介護報酬改定
説明会（400名）

研 修 会 名（ 定 員 ）    日時／会場　 参加費／会員（会員以外） 備    　考

参加費には15年度介護報酬改定の資
料が含まれます。

  2月24日（火）
（東京都内　
   ベルサール九段）

   5,000円
（7,000円）

平成26年度第2回「院内
医療事故調査の指針 事故
発生時の適切な対応研修会」
（大阪会場）（120名）

・本研修は各病院が院内事故調査を円
滑に実施するための考え方と方法を、
演習で習得することを目的とします。
・本研修は全日病と医法協の共催で実
施した「医療安全管理者養成課程講習
会」の講習（１単位）に該当します。

   3月21日（土）
     ～22日（日）
 （CIVI北梅田
    研修センター）

   25,000円
（30,000円）

平成26年度「医療の質評
価・公表等推進事業」事業
報告会

・「医療の質評価・公表等推進事業」
参加病院の改善事例発表を中心とした
事業報告会を実施します。
・全日病会員病院、当事業及びMEDI-
TARGET参加の非会員病院は無料で
参加できます。

   3月20日（金）
  13:00～17:00
（全日病の会議室）

     無料
（3,000円）

（8）2015年（平成26年）2月1日（日） 全日病ニュース　第840号

療養病床に期待される機能を熱く語る
全日病「経営セミナー」第7弾

全日病の「2025年に生き残るための経営セミナー」の第7弾が、「これか
らの医療療養病床の役割を考える」と題して、1月22日に本部会議室で開
催され、90人が参加した。セミナーの参加者は異口同音に医療療養病床の
役割がますます重要となっていることを指摘、その機能をさらに充実させ
るために取り組むべき課題を相互に確認した。

開会の挨拶で、西澤会長は「医療必
要度の高い慢性疾患や認知症の高齢者
はこれからます増えていく。私は、今
後も医療療養病床が担っている機能は
必要になる」との認識を披露。
その上で、「療養病床25対1の医療法
上の経過措置が2018年3月末で終了す
る」と指摘。療養病床をめぐる情勢の
中で、25対1廃止にどう対応していく
かが焦眉の課題となっていることを明
らかにした。
基調講演として、厚労省保険局医療

課の田村課長補佐は、療養病床再編以

降の診療報酬改定を概括、「療養病棟
と障害者病棟、特殊疾患病棟等におけ
る長期入院も含めた慢性期入院医療の
あり方」が次期改定で大きなテーマと
なることを示唆した。
事例発表を行なった定山渓病院の中

川翼院長と光風園病院の木下毅理事長
は、それぞれに、自院療養病棟の現状
と今後に向けた課題を明らかにした上
で、ともに、20対1病棟の入院基本料
の施設基準に「医療区分2以上が80%未
満」を新設することを提案した。
10班に分かれたグループディスカッ

ションで、参加者は、医療療養
病床として提供してきた医療の
具体的な実践例を相互に紹介す
るとともに、今後に向けた、機
能をさらに充実していく取り組
みについて言意見交換した。
参加者は、ますます増加をたどる重

度な長期療養患者を引き続き受け入れ
る中で、可能な限り在宅に戻すという
役割が期待されていることを確認した
上で、そうした医療療養病床に対する
診療報酬等の力強い支援を求めたいと
口々に語った。
グループディスカッションについて

総括報告した安藤副会長は、「療養病
床に期待される機能は、①療養病床と
して可能なポストアキュート、②療養
病床として可能なサブアキュート、③
難病を含む重度な長期療養患者の受け

入れ、④きちんとしたリハビリテーシ
ョン、⑤ターミナルケアを含めた緩和
ケア、⑥レスパイト機能を含む在宅支
援、⑦認知症患者への対応、に整理で
きる」と参加者の声を整理。
その上で、「これらの機能を果たし

ていくためには、（1）20対1以上を評価
するなど成果・実績を反映した診療報
酬、（2）キャリアアップシステムなど
人材確保ができる仕組みの導入、（3）
全国一律ではなく地域や各療養病床の
実情を反映した基準の設定などを国に
訴えていく必要がある、とまとめた。

新型法人一般社団法人として認可。参加法人に基準病床制度の特例も
医療法人の事業展開等に関する検討会 厚労省が最終案。医療法人制度見直し等とともに通常国会で医療法を改正

1月30日の「医療法人の事業展開等に
関する検討会」に、事務局（厚労省医政
局医療経営支援課）は新型法人制度の
最終案を提示、次回（2月12日）にとりま
とめたいと、議論を促した。
新型法人の最終案について、事務局

は「政府および内閣法制局との協議を
経て新型法人の骨格が固まった」と説
明。内閣法制局の意見を受け入れ、名
称案を「地域連携型医療法人」から「地
域医療連携推進法人」（仮称）に変えて、
医療法に書き込む方針を表明した。
「地域医療連携推進法人」の法人格は
一般社団法人となる。
これについて事務局は、「我々として
は医療法人の1類型に位置づける考え
であったが、新型法人の主たる業務は
参加法人の統一的事業実施方針の決定
で、必ずしも医療施設の運営ではない。
地域医療連携の推進を旨とするのであ
れば、医療法人でなくてもいいのでは
ないかとの指摘をいただいた」と、法
人格を変更した経緯を明らかにした。
その上で、「認可基準の中で医療法

人の要件規定が援用される」と述べ、

一般社団を医療法に位置づける特異な
措置となることに理解を求めた。
新型法人にかかわる医療法改正案に

は、（1）法人も一般の医療法人社団の
社員になることができることの明確
化、（2）参加法人における病院間の病
床再編に基準病床数の特例を認める措
置、も含まれている。
事務局は、新型法人制度とともに、

（1）透明性確保とガバナンス強化を目
的とする医療法人制度の見直し、（2）
医療法人分割における適格分割の規
定、（3）社会医療法人認定取り消し時
の収益業務継続特例を併せて措置する
医療法改正案を通常国会に提出する方
針を表明。いずれも次回に合意をとり
つけたいとした。
医療法人制度の見直しは、医療法人

に対する、①MS法人との関係適正化
など法令遵守体制の確立、②理事長・
理事の忠実義務・損害賠償責任等の明
確化、そして、一定規模以上の医療法
人に対する、③医療法人会計基準の適
用、④外部監査と計算書類公告の義務
づけ、からなる。

の対象を当該地域の病院等に限る。
● 統一的な事業実施方針の決定を新型
法人の主な業務とする。
● 基準病床制度の特例として、機能分
化・連携を推進する上で参加法人の病
床再編が有効であ場合、当該病院等間
の病床の融通を認める。
● 新型法人による資金貸付、債務保証、
出資を一定範囲で認めるが、租税回避
となるような贈与は認めない。
● 新型法人は、その設立趣旨の達成に
必要な関連事業を行なう株式会社に対
して、一定割合以上とすることを条件
に出資できる。
● 一般社団法人等への出資は、贈与と
ならない、基金への出資を認める。
● 新型法人自身による病院等の経営は、
新型法人の業務に支障のない範囲とし
て知事が認可した場合に限り認める。
● 社員は各一個の議決権を有するが、
定款で別段の定めをすることができる。
● 参加法人の予算等重要事項に対する

新型法人の関与の仕方として、意見聴
取・指導を行なう一定関与と協議・承
認を行なう強い関与のどちらにするか
を、事項ごとに選択できる。
● 一般の医療法人社団について、法人
も社員になることができることを明確
化する。ただし、営利法人は社員にな
れない。
● 新型法人からの脱退については、貸
付金の清算を条件として、任意に可能
とする。新型法人の定款等で脱退手続
を定めた場合でも、やむを得ない理由
がある場合には、いつでも脱退可能と
する。
● 新型法人の理事長はすべて都道府県
知事の認可を経る。
● 新型法人における剰余金の配当は禁
止する。新型法人の役員および社員に
営利法人の役職員を就任させない。
● 新型法人には公認会計士等による外
部監査の実施やホームページ等による
財務諸表の公告を義務付ける。

■現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病HPをご参照ください）

「地域医療連携推進法人」（仮称）の骨子
＊前回からの変更点を中心に整理。前回までの新型法人制度のポイントは12月1月号を参照

● 都道府県知事は、一般社団法人のう
ち、一定の基準に適合するものを新型
法人として認定する。
● 医療法人等を社員とする社団型を基
本とする。
● 事業地域範囲内における病院、診療
所、老健施設を開設する複数の医療法
人その他の非営利法人を参加法人とす

ることを必須とする。地域包括ケアの
推進に資する事業のみを行なう非営利
法人も参加法人とすることができる。
● 営利法人を参加法人・社員とするこ
とは認めない。
● 事業地域範囲を越えて病院等を開設
している法人も、当該法人を参加法人
とした上で、統一的な事業実施方針等

「「医療区分医療区分2以上が以上が80%80%未満未満」の2020対1病棟創設や病棟創設や2020対1以上の評価を求める声も以上の評価を求める声も「医療区分2以上が80%未満」の20対1病棟創設や20対1以上の評価を求める声も


